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中野区住宅マスタープランの改定について

新たな中野区基本構想及び中野区基本計画の策定等を踏まえ、区の総合的かつ計画

的な住宅政策の指針となる具体的な施策を展開していくための計画として、中野区住

宅マスタープラン（以下「住宅マスタープラン」という。）を改定するにあたり、以下

のとおり考え方をまとめたので報告する。

１ 改定の基本的な考え方

住宅マスタープランは、中野区住生活の基本に関する条例に基づき策定するもの

であり、住生活の向上に資する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本とな

る計画である。改定にあたっては、国や都の住宅政策の動向や、上位計画である中野

区基本構想、中野区基本計画及び中野区都市計画マスタープラン等との整合を図り

ながら進めていく。

２ 上位計画等の状況

国が見直しを進めている住生活基本計画（令和３年３月策定予定）と東京都の定

める東京都住宅マスタープラン（令和３年度末策定予定）において、主に「居住

者」、「まちづくり」、「ストック」の３つの視点で方向性が議論されている。また、

中野区基本構想及び中野区基本計画においても住宅関連施策として「子育て世帯や

高齢者への支援」、「空き家などの住宅ストック対策」等のテーマにおいて基本目標

に設定されている。中野区住宅政策審議会からの答申に加え、新型コロナウイルス

感染症の影響による社会の変化についても考慮する必要がある。

３ 改定のポイント

上記２の状況等を踏まえ、ポイントとしては以下のとおり。

（１）居住支援や空き家問題、ユニバーサルデザイン等新たな課題を盛り込む。

（２）国、都及び新たな基本計画等の上位計画の施策を反映する。

（３）中野駅周辺まちづくり等、現在進行中のまちづくり計画等との整合を図る。

（４）新型コロナウイルス感染症に伴う社会情勢の変化等に対応した新たな住宅・

住環境の影響等を考慮する。

４ 改定の骨子

別紙のとおり。

５ 今後のスケジュール（案）

令和３年 ６月 素案たたき台の議会報告

９月 住宅マスタープラン改定素案策定

令和３年（２０２１年）２月５日
建 設 委 員 会 資 料
都市基盤部住宅課
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１０月 意見交換会

１２月 住宅マスタープラン改定案策定

令和４年 １月 パブリック・コメント手続

３月 パブリック・コメント結果報告

住宅マスタープラン改定



○管理不全空き家の適正管理や利活用等の推進
○老朽化する分譲マンションへの適切な支援

○健康かつ快適に暮らせるよう、緑化推進等、良好な住環境の形成
○安全かつ安心して暮らせるよう、住宅の耐震化促進や防災まちづく
 り計画等の推進による木造住宅密集地域の改善
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした、テレワークの
 拡大等、ライフスタイルや働き方の変化への対応

○単身世帯に偏らない多様な世帯向けの住宅の誘導
○単身世帯が家庭を持っても住み続けられるよう子育て世帯への支援
○高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者への対応や居住支援

中野区住宅マスタープラン改定の骨子
１ 計画改定の背景と目的
（１）目的及び位置付け
 中野区住宅マスタープランは、中野区住生活の基本に関する条例に基づき、平成5年
（1993年）に策定され、その後上位計画や社会経済情勢の変化等に対応する形でその内
容を改定してきた。
 今回、新たな中野区基本構想の改定及び中野区基本計画が策定される事に伴い、区の
総合的かつ計画的な住宅政策の指針となる具体的な施策を展開していくための計画とし
て、中野区住宅マスタープランを改定する。

（２）計画期間（予定）
 令和4年度（2022年度）から令和13年度（2031年度）まで。

中野区基本構想
（令和3年3月改定予定）

中野区基本計画
(令和3年8月策定予定)

住宅マスタープラン
(令和3年度末改定予定)

中野区住生活の基本に
関する条例

東京都住宅マスタープラン
(令和3年度末策定予定)

住生活基本計画（全国計画）
（令和3年3月策定予定）

２ 中野区の住宅・住環境の主な現状と課題

人口と世帯 人口・世帯数ともに増加を続けているが、1人世帯が多数を占めており、多様な家
族形態によって住み続けられる条件や環境の確保が課題

子育て世帯 若い単身者が多く流入する一方で複数人世帯の流出が発生しており、家庭を持っ
ても住み続けられるように子育て世帯への対策が必要

高齢者世帯 高齢人口は増加の一途をたどっており、高齢社会に対応した住生活の確保やバリ
アフリー化等への支援が課題となっている。

セーフティ
ネット

セーフティネット住宅の確保、住宅確保要配慮者の相談事業や住み替え支援に向
け、居住支援協議会の活動を推進させる必要がある。

外国人・国際
化

外国人人口が増加し、総人口に占める外国人の比率は高まりつつある。
地域共生や災害時支援のあり方等住生活における課題となっている。

住宅の耐震化 住宅耐震化は着実に進んでいる。
中野区耐震化促進計画等関連計画と連携を図り進めていく必要がある。

住宅の不燃化 木造住宅密集地域の改善等について、各地区計画、不燃化特区事業等関連計画と
連携を図り進めて行く必要がある。

居住水準 依然として東京23区平均より低い状況にあり、持ち家に居住する高齢者等世帯を
除き、全体的に居住水準の確保が必要となっている。

リフォーム 良質な新築住宅の誘導と合わせた既存住宅ストックの向上が課題となっている。
断熱化やバリアフリー化等ライフステージや居住ニーズの変化に応じたリフォー
ムの促進していく必要がある。

新型コロナウ
イルス等感染
症対策

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、テレワークの拡大等、ライ
フスタイルや働き方に大きな変化が生じている。こうした社会情勢の変化が住生
活や住環境に及ぼす影響等についても考慮し、対応を検討していく必要がある。

空き家 空き家の数は減少しているものの、管理不全状態の空き家が社会問題化しており、
こうした空き家の発生予防や流通等が課題となっている。

分譲マンショ
ン

マンションの立地密度は23区内でも高い状況となっている。
マンションの老朽化及び居住者の高齢化の二重の老いが進んでおり、建替等や適
正管理への対応が必要となっている。

居住者の視点

 中野区住宅マスタープランに盛り込むべき課題や内容ついて、こうした現状と課題
を整理し、以下の三つの視点を課題認識として抽出。

ストックの視点

まちづくりの視点

 こうした視点に基づく課題等について、第3次中野区住宅マスタープラン（現
行）からの課題を継承しつつ、以下のポイントも踏まえた上で、中野区住宅マス
タープランの改定を行う。

別紙

（1）居住支援や空き家問題、ユニバーサルデザイン等新たな課題を盛り込む。
（2）国及び東京都、新たな基本計画等の上位計画を反映する。
（3）中野駅周辺まちづくり等、現在進行中のまちづくり計画等と整合を図る。
（4）新型コロナウイルス感染症に伴う社会情勢の変化等に対応した新たな住
  宅・住環境の影響等を考慮する。

都市計画マスタープラン
（令和3年度末改定予定）

上位計画

国・都



暮らし続けるための
質の高い住宅ストッ
クが確保されている。

健康で安全に暮らせ
る住環境が十分に確
保されている。

（１）基本理念
  住宅・住環境の現状と課題を踏まえ、中野区住宅マスタープランの基本理念を設定する。

だれもが安全、安心に、そして健康に暮らし続けることができるまち・中野

３ 基本理念及び住宅施策の体系

４ 住宅施策の具体的な取組み

（２）住宅施策の体系
  取組施策を４つの施策に分類し、効率的かつ効果的に住宅施策に取り組んでいく。

施策３
 安全・安心な住環境の確保

施策４
 住宅ストックの適正管理

居
住
者
の
視
点

１ 多様な世帯がともに暮
らすまち

良質な民間住宅の供給促進

子育て世帯が暮らしやすい住宅・住環境の整備

誰もが暮らしやすい住宅・住環境の整備
（バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進）

多様な高齢者向け住宅の供給誘導

多文化共生の推進

２ 住宅セーフティネット
の充実

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援

地域包括ケアシステムとの連携による総合的な相談体制の構築

公営住宅等の適切な管理運営及び効果的な建替え等の検討

空き家・空き室活用等による住宅セーフティネットの構築

１ 多様な世帯のための住環境の
整備

２ 居住の安定確保

ま
ち
づ
く
り
の
視
点

３ 安全・安心な住環境の
確保

既存住宅ストックの質の向上

環境に配慮された住宅の普及啓発及び緑化の推進

住環境におけるユニバーサルデザインの推進

新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした住宅・住環境の構築

住宅の耐震化の促進

木造住宅密集地域等の改善

地域における防災・防犯対策の推進

３ 健康で快適に暮らすための住
環境の確保

４ 安全・安心のまちづくり

ス
ト
ッ
ク
の
視
点

４ 住宅ストックの適正管
理

空き家の適正管理及び利活用の促進

マンションストックの適正管理の推進

マンション再生の推進

５ 空き家の適正管理及び利活用
の促進

６ マンションの適正管理

だれもがともに暮ら
すことのできる多様
な住まいが確保され
ている。

施策１
 多様な世帯がともにくらすまち

住宅確保要配慮者が
安心して暮らせるた
めの住宅セーフティ
ネットが充実してい
る。

施策２
 住宅セーフティネットの充実

○ まちづくりにおける住宅供給
○ 子育て支援住宅の普及促進
○ セーフティネット住宅の供給促進
○ 住宅に関するバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進
○ 外国人住民の居住支援 等

○ 住宅確保要配慮者入居支援事業の普及促進
○ 居住支援協議会を中心とした相談支援体制の確立
○ 公営住宅等の適切な運営
○ 空き家に係る相談体制の推進 等

○ 長期優良住宅等の普及
○ テレワークが出来るリフォーム等の環境整備
○ 在宅でも気軽に相談対応が可能な体制の構築
○ 新技術の活用による高齢者等の見守り支援の普及促進
○ 新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた良好な住環境の構築 等

○ 耐震化促進事業の継続・充実
○ 防災まちづくりの推進、不燃化特区におけるまちづくりの推進 等

○ 空き家の発生予防に向けた検討
○ 老朽空き家に対する除却等への誘導 等

○ 分譲マンションの管理状況に基づく管理組合への支援
○ 中野区の特性にあったマンション再生の推進 等

施策 基本目標 施策展開の方向 具体的な取組案

施策展開の方向性において、中野区住宅マスタープランにて新たに取組む項目については     部分で表示。

視点


